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平成 28年 6月 3日 
総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

民間競争入札実施事業 

  「防衛省目黒地区における施設管理業務」の評価について（案） 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

事業概要 防衛省目黒地区の施設管理業務（建築設備点検保守業務、電気設備維持管

理業務、機械設備維持管理業務、環境整備業務、警備・案内業務、植栽管

理業務、環境保全業務） 

実施期間 平成 26 年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

受託事業者 代表企業：株式会社ビケンテクノ 

構成員 ：ジョンソンコントロールズ株式会社 

  株式会社セノン 

    一般財団法人防衛技術協会 

契約金額（税抜） 398,129 千円（単年度当たり：132,709千円） 

入札の状況 ２者応札（説明会参加＝６者／予定価内＝１者） 

Ⅱ 評価 

１ 評価方法について 

防衛省から提出された平成 26年 4月から平成 28年 3月までの間の実施状況につい

ての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費等の観点から評価を行う。 

２ 対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の確保状況 

以下のとおり、適切に履行されている。 

○品質の維持

確保されるべき水準 評価 

業務請負者の不備に起因した、防衛省

の行う業務の中断回数０回 

０回 適 

業務請負者の不備に起因した空調停

止、停電、断水、エレベータ等の停止

回数０回 

０回 適 

資料１３ 
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○環境への配慮

○安全性の確保

災害、事故等の緊急時において、被災

状況の把握、応急補修、二次災害防止

対策を迅速に行うこと。 

台風及び地震時における庁舎

内の破損等箇所の状況把握及

び応急処置を適切に実施した。 

適 

外来者や近隣住民への対応を適切に

実施することで、クレーム等の無いよ

うに努め、公共施設としての品位を保

つこと。 

・外来者及び勤務者に影響を与

えるような作業がある場合は、

閉庁日を利用して影響を最小

限に抑えて実施した。 

・保守点検対象の機器の突発的

な不具合に対し常に迅速に対

応し、来訪者や勤務者への影響

を最小限に抑えている。 

適 

環境配慮に関する各種法令を遵守し、

業務を履行すること。 

環境配慮に関する各種法令を

遵守し、監督官の指導のもと冷

暖房の温度管理及び運転時間

の適切な運用等を実施した。 

適 

東京都環境確保条例により課せられ

ている温室効果ガス排出量削減義務

を達成できるよう協力すること。 

本条例において温室効果ガス

排出量の削減基準は８％であ

ったところ、平成 26 年度にお

いては 19％の削減を達成した。 

適 

本業務の委託期間中に、東京都環境確

保条例以外の法令等により、別途温室

効果ガス排出量削減義務が課せられ

た場合、当該義務を達成できるよう協

力すること。 

平成 28 年３月 31 日までの間

に、当該義務が課せられたこと

はなかった。 

適 

上記の実施に当たっては、勤務環境低

下を最小限に留めるよう、施設管理担

当者と調整を図りつつ実施すること。 

常に監督官と綿密に調整を実

施している。 

適 

業務請負者の不備に起因する施設利

用者、来訪者等の人身事故（病院での

治療を要するもの）及び物損事故の回

数０回 

業務請負者の不備に起因する

施設利用者、来訪者等の人身事

故（病院での治療を要するも

の）及び物損事故の回数は０回

であった。 

適 

業務に従事する者の健康管理上の不

備に起因する事故の発生回数０回 

業務に従事する者の健康管理

上の不備に起因する事故の発

生回数は０回であった。 

適 
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民間事業者から

の改善提案 

○ 各種点検において、施設及び設備が良好な状態を維持管理するため、委託

業者が点検開始及び完了時に、官側担当者に連絡をする体制を整え、不具合の

有無などの情報を共有し、不具合の早期発見に努める体制を構築している。 

○ 施設清掃において品質維持及び向上のため、契約相手方のクリーンスタッ

フ（清掃指導員）が現地の品質調査と清掃員へのヒヤリングを実施するととも

に、清掃の状況、適正な清掃資材や洗剤の使用状況及び器材の管理状況等を調

査し、その結果を写真添付のうえ清掃員へ指導することによってサービスの向

上につながった。 

３ 実施経費（税抜） 

従前経費 120,411 千円（平成 19年度から平成 22年度までの平均経費） 

経費※ 119,382 千円（平成 26年度から平成 28年度までの平均経費） 

削減額 1,029千円 

削減率 0.8％ 

※特殊要因を加味した経費 

上記実施経費は、役務対象施設等の新設により業務内容が追加された（新設施設等の

追加分の空調設備等点検整備、守衛業務、植栽管理、統括管理業務が増加）ため、当該

変更分（13,327千円／年）を考慮して比較している。 

変更分を含めた場合の増減額は、以下のとおり。 

実施経費（132,709千円）－従前経費（120,411千円）＝12,298千円 （10.2％増） 

４ 評価のまとめ 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、全て目

標を達成していると評価できる。 

また、民間事業者の改善提案により、各種点検における不具合の早期発見に努める体

制構築や施設清掃における現地調査及び清掃員へのヒヤリング実施等、民間事業者のノ

ウハウと創意工夫の発揮が業務の質の向上に貢献したものと評価できる。 

実施経費についても、0.8％の経費削減が図られており、公共サービスの質の維持向

上、経費の削減の双方の実現が達成されたものと評価できる。 

５ 今後の方針 

本事業の市場化テストは今期が２期目であり、事業全体を通じての実施状況は以下

のとおりである。 

① 実施期間中に受託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、また法令違反

行為等もなかった。

② 防衛省に設置している外部有識者で構成している入札監視委員会において、事業
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実施状況のチェックを受ける予定である。 

③ 入札において、２者の応札であり、競争性が確保されていた。

④ 確保されるべき公共サービスの質において、全ての目標を達成していた。

⑤ 経費削減において、従来経費からの削減率 0.8％の効果を上げていた。

以上のことから、本事業については「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用

に関する指針」（平成 26 年３月 19 日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ．１．（１）

の基準を満たしており、今期をもって市場化テストを終了することが適当であると考え

られる。 

市場化テスト終了後の事業実施については「競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監理委員

会における審議を通じて厳しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入札

参加資格、入札手続き及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、防衛省が自ら公共

サービスの質の維持向上及びコストの削減を図っていくことを求めたい。 
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２８．５．３０ 

防衛省 

民間競争入札実施事業 

防衛省目黒地区における施設管理業務の実施状況について 

（平成２６年度及び２７年度） 

Ⅰ 事業の概要 

１．委託業務内容 

防衛省目黒地区の施設管理業務 

建築設備点検保守業務、電気設備維持管理業務、機械設備維持管理業務、 

環境整備業務、警備・案内業務、植栽管理業務、環境保全業務 

２．業務委託期間 

平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日 

３．受託事業者 

共同体 

（代表企業） 株式会社ビケンテクノ 

（構 成 員） ジョンソンコントロールズ株式会社

株式会社セノン

一般財団法人防衛技術協会 

４．受託事業者決定の経緯 

「防衛省目黒地区施設管理業務における民間競争入札実施要項」に基づき、総

合評価落札方式による入札を実施した。 

平成２５年１０月３０日に入札公告を行い、入札説明会に６者が参加した。う

ち２者から提出された企画書について審査した結果、当省が定めた各要求項目を

全て満たしていることを確認した。平成２６年２月３日に開札した結果、１者が

予定価格の範囲内であったことから該当者について総合評価を行ったところ、上

記受託事業者が落札者となった。 

Ⅱ 対象公共サービスの実施内容に関する状況及び評価 

１．達成すべき質及び最低限満たすべき水準の達成状況及び評価 
基本的な方針 主要事項 測定指標 結  果 

当該事業が我が

国防衛の中枢施

設の運用に密接

な関わりがある

ことを十分に理

解し、防衛省・

自衛隊の任務遂

行に支障を与え

ないようにす

る。 

品質の維持 業務請負者の不備に起因した、防

衛省の行う業務の中断回数０回 

 業務請負者の不備に起因した、防衛

省の行う業務の中断回数は０回であっ

た。

業務請負者の不備に起因した空

調停止、停電、断水、エレベータ等

の停止回数０回 

※ いずれも、自然災害等による予

測不能な場合を除く。 

業務請負者の不備に起因した空調停

止、停電、断水、エレベータ等の停止

回数は０回であった。

災害、事故等の緊急時において、

被災状況の把握、応急補修、二次災

害防止対策を迅速に行うこと。 

台風及び地震時における庁舎内の破

損等箇所の状況把握及び応急処置を適

切に実施した。 

別 添 
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外来者や近隣住民への対応を適

切に実施することで、クレーム等の

無いように努め、公共施設としての

品位を保つこと。 

ア 外来者及び勤務者に影響を与える

ような作業がある場合は、閉庁日を

利用して影響を最小限に抑えて実施

した。 

イ 保守点検対象の機器の突発的な不

具合に対し常に迅速に対応し、来訪

者や勤務者への影響を最小限に抑え

ている。 

環境への配慮  環境配慮に関する各種法令を遵

守し、業務を履行すること。 

環境配慮に関する各種法令を遵守

し、監督官の指導のもと冷暖房の温度

管理及び運転時間の適切な運用等を実

施した。 

 東京都環境確保条例により課せ

られている温室効果ガス排出量削

減義務を達成できるよう協力する

こと。 

本条例において温室効果ガス排出量

の削減基準は８％であったところ、平

成２６年度においては１９％の削減を

達成した。 

 本業務の委託期間中に、東京都環

境確保条例以外の法令等により、別

途温室効果ガス排出量削減義務が

課せられた場合、当該義務を達成で

きるよう協力すること。 

平成 28 年３月 31 までの間に、当該

義務が課せられたことはなかった。 

 上記の実施に当たっては、勤務環

境低下を最小限に留めるよう、施設

管理担当者と調整を図りつつ実施

すること。 

 常に監督官と綿密に調整を実施して

いる。 

安全性の確保 業務請負者の不備に起因する施

設利用者、来訪者等の人身事故（病

院での治療を要するもの）及び物損

事故の回数０回 

業務請負者の不備に起因する施設利

用者、来訪者等の人身事故（病院での

治療を要するもの）及び物損事故の回

数は０回であった。 
業務に従事する者の健康管理上

の不備に起因する事故の発生回数

０回 

業務に従事する者の健康管理上の不

備に起因する事故の発生回数は０回で

あった。 

上記表のとおり、各測定基準を結果のとおり満たしていることを、業務日誌、

毎月の業務報告書、施設管理担当者による業務の現地確認等から確認しており、

確保すべき質は達成されていると評価できる。 
 
２．対象公共サービスの実施に要した経費比較 

（１）平成２６～２８年度実施経費 
  ア ３年間の実施経費    ３９８，１２９千円（税抜） 

イ １年当たり平均額    １３２，７０９千円（税抜） 
 

（２）従来経費（平成１９～２２年度実施経費）（民間競争入札導入前）                 
ア ４年間の実施経費    ４８１，６４７千円（税抜） 
イ １年当たり平均額    １２０，４１１千円（税抜） 
ウ 平成２６～２８年度と平成１９～２２年度の１年当たり平均額との比較 

１３２，７０９千円－１２０，４１１千円＝１２，２９８千円 
                        （１０．２％増加） 

 
（３）業務内容の増減を考慮 ※した場合の経費比較 

ア 平成２６～２８年度実施経費の１年当たり平均額 
         １１９，３８２千円（税抜） 
イ 従来経費（平成１９～２２年度実施経費）の１年当たり平均額 
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１２０，４１１千円（税抜） 
ウ 平成２６～２８年度と平成１９～２２年度の１年当たり平均額比較 

１１９，３８２千円－１２０，４１１千円＝△１,０２９千円 
（△０．８％削減） 

 
※1 業務内容の増減を考慮した内訳 

空調設備等点検整備、守衛業務、植栽管理、統括管理業務等(総額 39,981 千円 年額 13,327 千円) 
      ※2 上記実施経費は、役務対象施設の新設等により業務内容が変更された（空調設備等点検整備、守衛業務、 

植栽管理、統括管理業務が増加）ため、当該変更分（13,327千円／年）を考慮して比較している。 

 
平成２６～２８年度の実施経費は、役務対象施設の新設等による業務増加（※）

に伴い民間競争入札導入前の実施経費（平成１９～２２年度）と比較すると増額

しているが、業務内容の増減を考慮すると経費削減が図られており、効率的に業

務が実施されたと評価できる。 
※ 空調設備等点検整備：役務対象施設の２棟新設増 

  守衛業務     ：従来の日勤業務のみに対して超過勤務・夜勤を追加 
  植栽管理     ：対象区域約 18,000m2 増加 

統括管理業務   ：「民間競争入札」導入に伴う追加業務 

 

３．民間事業者提案による改善実施事項 

（１）各種点検において、施設及び設備が良好な状態を維持管理するため、委託業者が

点検開始及び完了時に、官側担当者に連絡をする体制を整え、不具合の有無などの

情報を共有し、不具合の早期発見に努める体制を構築している。 
（２）施設清掃において品質維持及び向上のため、契約相手方のクリーンスタッフ（清

掃指導員）が現地の品質調査と清掃員へのヒヤリングを実施するとともに、清掃の

状況、適正な清掃資材や洗剤の使用状況及び器材の管理状況等を調査し、その結果

を写真添付のうえ清掃員へ指導することによってサービスの向上につながった。 
 

Ⅲ 評価のまとめ 

 １．公共サービスの質に関する評価 
包括化により、これまで施設管理に係る各種役務（建築設備点検保守、電気設備点

検保守、清掃、警備など）を行う多数の業者と取り交わす契約事務が簡素化されたと

共に、予算要求などの事務手続も軽減された。また、サービスの質の面でも、確保す

べき質が、全ての項目において達成できた。 
また、業務が円滑に行われるように、月１回、会社担当者と目黒地区内の業務担当

者との間で調整会議を行っており、当該月の結果報告と翌月の業務調整を実施するこ

とで、サービスの質の向上につながっていた。 
以上のことから公共サービスの質の維持・向上は確保できたと評価できる。 

 

 ２．公共サービスに要する経費に関する評価 

実施経費については、民間競争入札導入前の事業経費と比較して増額している

が、業務内容の増減分を考慮すると１，０２９千円の経費削減（△０．８％削減）

が図られ、効率的に事業が実施されたと評価できる。 

 

Ⅳ．今後の事業 

（１）事業の実施状況 

本事業への市場化テスト導入は２回目であるが、事業全体を通した実施状況
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は以下のとおりである。 

① 実施期間中に受託民間事業者が業務改善指示等を受けた事実、又は業務に係

る法令違反行為等を行った実績はない。 

② 今後本事業の実施状況について、防衛省内に設置されている、外部有識者で

構成される「入札監視委員会」により、継続してチェックを受ける予定であ

る。 

③ 本事業入札においては、２者の応札があり、競争性は確保されていた。 

④ 対象公共サービスの確保されるべき質に係る達成目標について、目標を達成

していた。 

⑤ 従来経費と契約金額とを比較した結果、０．８％削減し節減効果を上げてい

る。 

 

（２）前述のとおり、本事業については、市場化テストを終了する基準を満たして

おり、良好な実施結果を得られていることから、今後の事業に当たっては、市

場化テストを終了し、当省の責任において行うこととしたい。 

 

（３）市場化テスト終了後においても、これまで官民競争入札等監理委員会におけ

る審議を通じて厳密にチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入札

参加資格、入札手続及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、「入札監視

委員会」による第三者チェック機能を維持し、引き続き法の趣旨に基づき公共

サービスの質の向上、コストの削減等を図る努力をしてまいりたい。 

 

 




